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消費生活センターだより
湯
沢
市

　ゆざわ‐B i zでは、具体的な販路拡大の支援も

積極的に行っています。ECサイトをはじめとする

WEBを通じた販売のサポートはもちろん、実店舗で

の販売や商談の支援も行っています。また、秋田県

内だけでなく、首都圏に対するPR活動のお手伝いも

しています。

　市内の事業者が集まって結成した「秋田・湯沢雪

中貯蔵協会」では、雪の中に果物や野菜、日本酒な

どを貯蔵し、熟成させた商品を企画しており、ゆざ

わ‐B i zでは令和３年の協会発足当初から販路拡大

のお手伝いをしています。「雪が非日常的な地域に、

雪国の商品を」というコンセプトで生まれた商品は、

東京都などを商圏とし、秋田銀行が設立した地域商

社「詩の国秋田」と連携しながら、首都圏のマーケッ

トへのアプローチを行っています。

　その結果、今年３月には、東京都中央区にある高

級イタリアレストラン「代官山ASOチェレステ日

本橋店」に雪中貯蔵品がメニューに採用されたほか、

上野にある百貨店「松坂屋」での販売会実施にも至

りました。

　ゆざわ‐B i zでは今後も、事業者のかたがたの商

品やサービスの販路拡大の支援を行っていきます。

駅通り商店街にある湯沢市ビジネス支援センター“ゆざわ‐Ｂｉｚ”は、市

が運営する中小事業者のための無料の経営相談窓口です。ゆざわ‐Ｂｉｚで

は、事業者の強みを見つけ出し、それに磨きをかけることで、売上げを伸

ばす一つのきっかけにします。 ☎56-7117
▲上野松坂屋での販売会の様子

「商品の購入や契約トラブル」「借金の

返済」でお困りの方　ご相談ください

心配なとき、困ったときは、早めに相談を！

土曜、日曜、祝日は「消費者ホットライン」局番な
し188番（いやや！）でご相談を受け付けています。

問湯沢市消費生活センター（市役所本庁舎 １階）

　受付時間（平日）　午前８時30分～午後５時

相談無料、専用相談室あります。 ☎72-0874
お は な し

　現在、市役所本庁舎１階市民ロビー

で、消費生活パネル展を開催中です

（５月19日㈮まで）。この機会に、身

近な消費生活についてみんなで考え

ましょう。

　消費者保護基本法が昭和43年５月に施行、その施行

20周年を機に昭和63年から毎年５月が「消費者月間」

とされたことにより、全国的に消費者問題に関する啓発・

教育などの事業を集中的に行っています。

“デジタルで快適、消費生活術”
～デジタル社会の進展と消費者のくらし～ 　正しい使い方、サービスの仕組みを理解しな

いと、思いがけないトラブルに遭ってしまうこ

とがあります。

　情報を正しく判断し、必要なデジタルサービ

スを日常生活に上手に活用しましょう。

間月者費消 です月は５

消費月間テーマ

湯沢市外在住の方でも広報ゆざわを年間購読できます（有料）。詳しくは「ふるさと未来創造部 情報政策課 元気・魅力発信班（☎56-8387）」まで。耳より情報


